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【遠賀・中間の休日救急医療】
遠賀中間休日
急病センター ☎ 282-9919

水巻町役場 ☎ 201-4321
FAX　201-4423

中央公民館 ☎ 201-0401
FAX　201-0411

南部公民館 ☎ 202-2472
FAX　202-2473

子育て
支援センター

☎ 203-5772
FAX　203-5806

ほっと
ステーション

（児童少年相談センター）

☎ 203-1555
FAX　203-1553

図書館 ☎ 201-5000
FAX　201-0995

歴史資料館 ☎ 201-0999

障害者
福祉センター ☎ 201-0794

サクラほーる
（高齢者福祉センター） ☎ 201-3344

いきいきほーる
健康課

☎ 202-3212
FAX　202-3621

総合運動公園
・スポーツ振興係
・テニスコート 

☎ 201-4000
☎ 201-5757

コミュニティ無線
確認ダイヤル ☎ 201-9119

北九州市上下水道局
・お客様センター
・西部工事事務所 

☎ 582-3031
☎ 644-7820

【
閲
覧
制
度
】

　

固
定
資
産
課
税
台
帳
を
見
て
、
課
税

内
容
を
確
認
で
き
る
制
度
で
す
。

●
対　

象

▽
土
地
・
家
屋
の
所
有
者
ま
た
は
納
税

管
理
人

▽
借
地
人
・
借
家
人
（
賃
貸
借
契
約
書

の
原
本
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
）

※
代
理
人
の
と
き
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

【
縦
覧
制
度
】

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
、
自
分
自

身
の
固
定
資
産
の
価
格
が
適
正
で
あ
る

か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
近
隣

の
土
地
・
家
屋
の
価
格
と
比
較
が
で
き

る
制
度
で
す
。

●
帳
簿
の
内
容 

▽
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
・
地

番
・
地
目
・
地
積
・
価
格
）

▽
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
・
種

類
・
構
造
・
床
面
積
・
家
屋
番
号
・

価
格
）

●
対　

象　

土
地
・
家
屋
の
所
有
者
ま

た
は
納
税
管
理
人

※
代
理
人
の
と
き
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

【
共
通
事
項
】

●
と　

き　

４
月
１
日
（
月
）
～
５
月

31
日
（
金
）

●
と
こ
ろ　

役
場
固
定
資
産
税
係
窓
口

●
持
っ
て
く
る
も
の　

運
転
免
許
証
な

ど
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

●
問
い
合
わ
せ　

詳
し
く
は
役
場
固
定

資
産
税
係
へ

　

い
き
い
き
「
は
つ
ら
つ
塾
」
は
、
地

域
の
人
が
特
技
を
磨
く
た
め
の
場
所
を

提
供
し
、
学
校
や
地
区
公
民
館
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
で
、
そ
の
特
技
を

発
揮
し
て
も
ら
う
も
の
で
す
。定
員
は
、

各
コ
ー
ス
で
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
と　

き　

４
月
22
日
（
月
）
～
２
０

２
０
年
２
月

●
募
集
コ
ー
ス　

書
道
、
ガ
ー
デ
ニ
ン

グ
、
水
彩
画
、
陶
芸
、
歴
史
、
パ
ッ

チ
ワ
ー
ク

●
内　

容

▽
コ
ー
ス
別
専
門
講
座　

月
１
～
２
回

程
度

※
各
コ
ー
ス
で
異
な
り
ま
す
。

▽
教
養
講
座　

年
３
回
程
度

※
全
コ
ー
ス
共
通
で
す
。

●
費　

用　

無
料

※
材
料
費
な
ど
が
別
途
必
要
で
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

役
場
生

涯
学
習
係

　

町
で
は
、
高
等
学
校
な
ど
に
入
学
し

た
人
の
い
る
低
所
得
世
帯
へ
入
学
祝
金

を
支
給
し
て
い
ま
す
。対
象
の
世
帯
は
、

期
限
ま
で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

●
対　

象　

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す

世
帯

▽
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
平
成
31
年

度
に
高
等
学
校
な
ど
へ
入
学
し
た
人

（
平
成
31
年
４
月
１
日
時
点
で
満
20

歳
未
満
）
が
い
る
世
帯

▽
平
成
30
年
中
の
収
入
が
、
生
活
保
護

基
準
額
に
20
％
を
加
算
し
た
額
以

下
の
世
帯

▽
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い
世
帯

●
入
学
祝
金
額　

３
万
円 

●
申
込
期
間　
入
学
後
～
４
月
26
日（
金
）

※
５
月
下
旬
に
、結
果
を
郵
送
し
ま
す
。

●
持
っ
て
く
る
も
の

▽
高
等
学
校
な
ど
の
在
学
証
明
書

▽
申
請
者
（
世
帯
主
）
名
義
の
通
帳

▽
印
鑑

※
平
成
31
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し

た
世
帯
は
、
後
日
、
前
住
所
地
で
発
行 

す
る「
平
成
31
年
度
住
民
税
課
税
証
明 

書
」
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

役
場
生

活
支
援
係

高
等
学
校
入
学
祝
金
の

申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

固
定
資
産
課
税
台
帳
と

縦
覧
帳
簿
が
閲
覧
で
き
ま
す

い
き
い
き
「
は
つ
ら
つ
塾
」
の

受
講
生
を
募
集



　古家を解体し、その敷 
地内に新しく家を建て替
える人に、解体費用を補
助します。解体前に申し
込みが必要です。詳しく
は問い合わせてください。
●対　象　次の条件を全て満たす人
▷解体する古家の所有者である人
▷古家の解体後２年以内に新築住宅を建築し、居

住する予定がある人
▷世帯全員が町税などの滞納がない人
▷暴力団員でないまたは暴力団員でなくなった日

から５年経過している人
●補助金額　対象経費の半額（上限額 50 万円）
※1,000 円未満の端数は、切り捨てます。
●申込期間　４月１日（月）～2020 年１月31日（金）
●問い合わせ　役場定住促進係☎ 201-4321

ご存知ですか
古家解体支援補助金

【子どもテニス短期教室】
●と　き　５月10 日、17 日、24 日、31日、６月７日、

14 日（金曜日午後４時～５時・全６回）
●対象・定員　４歳～６歳の人・10 人（先着順）
●講　師　井上朝生さん（日本スポーツ協会テニス

上級指導員）
【初心者テニス短期教室】
●と　き　５月10 日、17 日、24 日、31日、６月７日、

14 日（金曜日午前 10 時～正午・全６回）
●対象・定員　18 歳以上の人・10 人（先着順）
●講　師　井上翔平さん（日本スポーツ協会テニス指導員）
【共通事項】
●ところ　総合運動公園テニスコート
●費　用　2,000 円
●申込開始日　３月 27 日（水）
●申し込み・問い合わせ　水巻ゆう・あい倶楽部事務 

局（総合運動公園管理事務所内）☎ 701-7741

水巻ゆう・あい倶楽部
テニス教室生徒募集

広告・校正刷り　ひだまりの家様 【３月 25 日号】

FAX 送信　201-7741

三浦　様
　いつもお世話になります。校正刷りができましたので、ご確認く
ださい。
　恐れ入りますが、３月８日（金）までに、修正有無のご連絡をお
願いします。

水巻町役場　企画課・広報係
「広報みずまき」担当　近藤

tel (093)201-4321　fax (093)201-4423
koho@town.mizumaki.lg.jp

※次回４月 10 日号の原稿提出は３月 22 日（金）までにお願いします。

妊娠、出産、育児、母乳などに関するお問い合わせ、お気軽にご相談ください。

☆４月６日（土）
　午前 10 時～
▷「季節の粘土細工」
・参加費　600 円

みずまき助産院 ひだまりの家
（ブログ・Facebookもぜひご覧ください）

学校法人 福岡保健学院 http://hidamari-ie.jp

楽しいイベントご案内 ひだまりの家でのんびり過ごしませんか

〒８０７－００５１遠賀郡水巻町立屋敷１－１４－５０ 
学校法人 福岡保健学院 みずまき助産院ひだまりの家 

TEL:093-201-7731 FAX:093-201-7741 Eメール: jyosanin@hidamari-ie.jp

☆４月 13 日（土）
　午後２時 30 分～
▷白川先生のお話
▷絵本の読み聞かせ
・参加費　100 円

☆３月 27 日（水）
　午前 10 時～
▷ひだまル
・おさがり会、ネイル、
 アロママサージ、雑貨 etc

●
相
談
員　

弁
護
士

【
住
民
相
談
】

●
と　

き　

毎
週
月
曜
日・金
曜
日（
祝

日
は
除
く
）
午
後
１
時
～
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
で
す
。

※
相
談
は
電
話
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

●
相
談
員　

住
民
相
談
員

【
行
政
相
談
】

●
と　

き　

４
月
８
日
（
月
）
午
後
１

時
～
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
で
す
。

●
相
談
員　

行
政
相
談
委
員

【
共
通
事
項
】

●
と
こ
ろ　

社
会
福
祉
協
議
会
事
務
局

（
い
き
い
き
ほ
ー
る
２
階
）

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
２
０
２
局
３
７
０
０
番

　

平
成
30
年
12
月
、
札
幌
市
で
ス
プ
レ 

ー
缶
（
廃
エ
ア
ゾ
ー
ル
）
を
処
分
す
る

際
、
爆
発
を
伴
う
火
災
が
発
生
し
ま
し

た
。
ス
プ
レ
ー
缶
の
処
分
に
は
十
分
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

●
処
分
方
法　

ス
プ
レ
ー
缶
の
中
身
を

確
認
し
、
中
身
が
残
っ
て
い
れ
ば
、

火
気
の
な
い
風
通
し
の
良
い
屋
外
で
、

ガ
ス
抜
き
キ
ャ
ッ
プ
な
ど
で
中
身
を

空
に
し
て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

詳
し
く
は
遠
賀
郡
消 

防
本
部
予
防
課
☎
２
９
３
局
８
１
２ 

５
番
へ

　

遠
賀
川
流
域
で
、
河
川
の
水
質
改
善

を
目
的
に
除
草
・
清
掃
活
動
、
水
質
・

生
物
調
査
、
普
及
啓
発
活
動
な
ど
環
境

保
全
活
動
を
行
う
住
民
団
体
な
ど
の
活

動
費
を
助
成
し
ま
す
。

●
対　

象　

会
員
数
が
５
人
以
上
で
、

遠
賀
川
流
域
（
支
流
を
含
む
）
で
活

動
を
行
っ
て
い
る
、
ま
た
は
こ
れ
か

ら
行
お
う
と
す
る
団
体

※
他
の
助
成
制
度
な
ど
か
ら
の
助
成
を

受
け
て
い
る
団
体
を
除
き
ま
す
。

●
助
成
期
間　
６
月
～
２
０
２
０
年
１
月

●
申
込
期
間　

４
月
１
日
（
月
）
～
26

日
（
金
）

●
問
い
合
わ
せ　

詳
し
く
は
北
九
州
市

上
下
水
道
局
水
質
試
験
所
☎
６
４
１

局
５
９
４
８
番
へ

　

県
住
宅
供
給
公
社
で
は
、
県
営
住
宅

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。
入
居
を
募

集
す
る
住
宅
は
、
４
月
８
日
（
月
）
か

ら
役
場
町
営
住
宅
係
で
配
布
す
る
申
込

案
内
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
申
込
期
間　

４
月
８
日
（
月
）
～
19

日
（
金
）

●
問
い
合
わ
せ　

県
住
宅
供
給
公
社
県

営
住
宅
管
理
部
☎
（
０
９
２
）
７
８

１
局
８
０
２
９
番

●
と　

き　

４
月
26
日
（
金
）
午
前
10

時
～
11
時

※
受
け
付
け
は
午
前
９
時
45
分
か
ら
で
す
。

●
と
こ
ろ　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

●
対　

象　

０
歳
～
就
学
前
の
子
ど
も

と
そ
の
保
護
者

●
午
後
休
所
日　

４
月
25
日
（
木
）・
26 

日
（
金
）

※
次
回
の
土
曜
開
所
日
は
、
４
月
20
日

（
土
）
午
前
９
時
～
正
午
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み　

子
育
て 

支
援
セ
ン
タ
ー
☎
２
０
３
局
５
７
７ 

２
番

【
小
学
生
の
部
】

●
と　

き　
５
月
６
日
（
月
・
振
替
休

日
）
午
前
８
時
30
分

※
雨
天
時
は
、
５
月
12
日
（
日
）
に
延

期
し
ま
す
。

●
対　

象　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

▽
テ
ニ
ス
の
ル
ー
ル
を
知
っ
て
い
る
人

▽
ジ
ュ
ニ
ア
リ
ー
グ
に
所
属
し
て
い
な

い
人

▽
保
護
者
の
同
伴
が
で
き
る
人

※
原
則
、
小
学
校
４
年
生
以
上
が
対
象

で
す
。

●
種
目
・
定
員　

シ
ン
グ
ル
ス
・
12
人

●
費　

用　

１
０
０
０
円

【
一
般
の
部
】

●
と　

き　
５
月
６
日
（
月
・
振
替
休

日
）
午
後
０
時
30
分

※
雨
天
時
は
、
５
月
12
日
（
日
）
に
延

期
し
ま
す
。

●
対　

象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
18
歳
以
上
の
人

▽
町
内
に
住
ん
で
い
る
人

▽
町
内
で
働
い
て
い
る
人

▽
水
巻
町
体
育
協
会
会
員

▽
ゆ
う
・
あ
い
会
員

※
学
生
は
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

●
種
目
・
定
員　

ダ
ブ
ル
ス
・
男
子
６

組
、
女
子
６
組

●
費　

用　
１
組
２
０
０
０
円

【
共
通
事
項
】

●
と
こ
ろ　

総
合
運
動
公
園
テ
ニ
ス
コ

ー
ト

●
申
込
期
間　

４
月
１
日
（
月
）
～
15

日
（
月
）

※
申
し
込
み
は
先
着
順
で
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

総
合
運

動
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
☎
２
０
１
局

５
７
５
７
番

【
弁
護
士
の
無
料
法
律
相
談
】

●
と　

き　

４
月
８
日
（
月
）・
25
日

（
木
）
午
後
１
時
～
４
時

●
定　

員　

各
７
人
（
先
着
順
）

●
対　

象　

町
内
に
住
む
人

●
申
込
開
始
日　

４
月
２
日
（
火
）
午

前
８
時
30
分

巡回交通事故相談
●と　き　５月８日（水）午前 

10 時～午後４時
　（受け付けは午後３時まで）
●ところ　ハピネスなかま
　（中間市通谷）
●問い合わせ　
　福岡県交通事故相談所
　☎（092）643-3168

今月の納期限今月の納期限

●問い合わせ
▷役場納税係（町税）
▷役場保険年金係（後期高齢

者医療保険料）

国民健康保険税	 10期
後期高齢者医療保険料	 ９期

４月１日（月）

ス
プ
レ
ー
缶
の
処
分
時
の

火
災
に
は
ご
注
意
を

４
月
の
親
子
で
遊
ぼ
う（
予
約
制
）

親
子
ふ
れ
あ
い
遊
び

広報みずまき 2019.3.25 2広報みずまき 2019.3.253

遠
賀
川
環
境
保
全

活
動
費
を
助
成

　

安
心
で
住
み
よ
い
生
活
を

県
営
住
宅
入
居
者
募
集

社
会
福
祉
協
議
会
の

相
談
事
業

爽
や
か
な
汗
を
流
そ
う
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　４月 1日以降に水巻町第二保育所で一時保育を利
用する人は、利用日の前日までに利用者登録をしてく
ださい。
●対　象　水巻町に住民票のある生後 5 か月から小

学校就学前までの子どもで、認可保育所などに入所 
していない子ども

※平成 30 年度以前に利用者登録をしていても、再度
登録が必要です。
●費　用　世帯の課税状況や子どもの年齢で保育料

が異なります。詳しくは問い合わせてください。
●持ってくるもの　印鑑、健康保険証、子ども医療証、

母子健康手帳
※平成 30 年 1月２日以降に転入した保護者は、前住

所地で発行する「平成 30 年度住民税課税証明書」
が必要です。

※子どもにアレルギーなどがある場合は、病院からの
アレルギー検査報告書などが必要です。
●登録受付窓口　役場子育て支援係窓口
●問い合わせ　役場子育て支援係☎ 201-4321

サービス名 利用限度 内　容

非定形的
保育 週３日

保護者の就労や職業訓練な
どで、断続的に家庭保育が
困難となる子どもの保育を
行います。

リフレッシュ
保育 週３日

保護者の育児への心理的負
担や肉体的負担を解消する
などの私的理由で、一時保
育が必要となる子どもの保
育を行います。

緊急保育 15日間

保護者などの疾病、入院、
災害、事故、出産、看護、
介護、または冠婚葬祭など
社会的にやむを得ない事情
で、緊急・一時的に家庭保
育が困難になる子どもの保
育を行います。

【一時保育サービス一覧表】

水巻町第二保育所
一時保育の利用者登録を受け付けています

※一時保育を利用できる時間は、月曜日～土曜日の午前
８時～午後６時です。
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